
条

例 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
、
「
、
特

定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
」
を
削
る
。 

 
 

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
次
項
第

二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

第
八
条
第
二
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
十
条
及
び
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
在
宅
勤
務
等
手
当
） 

 

第
十
条
の
二 

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、

正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
時
間
を
除
く
。
）

の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
午
前
零
時
か
ら
」
を
「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
八
条 

削
除 

 
 

第
十
九
条
第
二
項
中
「
認
め
ら
れ
た
日
」
の
下
に
「
及
び
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き

常
時
勤
務
を
要
す
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
以
上
の
勤
務
時
間
を
定
め
ら
れ
、
か

つ
、
勤
務
し
た
日
」
を
、
「
十
八
日
」
の
下
に
「
（
一
月
間
の
日
数
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め

る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算

入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に
満
た
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
日
数

と
の
差
に
相
当
す
る
日
数
を
減
じ
た
日
数
）
」
を
加
え
る
。 



第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
第
十
四
条
及
び
第
十
八
条
」
を
「
及
び
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
、
第
八
条
」
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
」
を
「
及
び
第
十
三
条
第
二

項
」
に
、
「
特
定
任
期
付
職
員
」
を
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員

（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
、
第
八
条
」
を
削
り
、
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
埼
玉
県
流
域
下
水

道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
六
条
及
び
第
八
条
第
二
号
の
改
正

規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


